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１ 各科目における共通事項 

  財政推計の数値は、平成２１年度は決算見込額、平成２２年度は予算額又

は推計額とした。 

  また、毎年度の純損益及び補てん財源残高を算出するため、収益的収支は

税抜き、資本的収支は税込みで推計するものとした。 

 

２ 収益的収支科目の条件設定 

(1) 収入 

ア 水道料金（給水収益） 

水需要予測による有収水量に、供給単価を乗じて得られた額を給水収益

として算定した。 

有収水量及び供給単価は、用途別に推計及び算定した。 

(ｱ) 家事用有収水量 

平成２１年度決算見込みにおける１人当たりの日平均使用水量に、新

総合計画における人口推計から算出した給水人口に日数を乗じて、年間

使用水量を算出した。 

(ｲ) 業務用、農業用及び臨時用有収水量 

景気など将来の見通しが不透明であるが、平成２２年４月及び５月に

おける業務用使用水量が、前年の同月と比較して、平均３パーセント増

加しているため、景気回復の兆しが見えてきたものと判断し、最低値と

して捉えた平成２１年度決算見込みにおける各用途別日平均使用水量の

３パーセント増をもって使用水量とした。 

また、増加した使用水量は、逓増度の高い供給単価によって算定した。 

なお、農業用及び臨時用においても同様とした。 

(ｳ) １立方メートル当たりの供給単価 

平成２１年度決算見込みにおける供給単価と同額とした。 

 

用途別 
供給単価 

（１㎥当たり平均単価） 

家 事 用 ６２.３９円 

業 務 用 １８２.８１円 

農 業 用 １０５.１１円 

臨 時 用 ３７０.８４円 

合   計 ８９.６３円 

 

イ 他会計補助金（その他収益に計上） 

   営業収益のうちのその他の営業収益（他会計負担金）と営業外収益のう
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ちの補助金（他会計補助金）の合計額を他会計補助金として区分した。 

平成２２年度以降の他会計補助金は、平成２１年度決算見込額における

児童手当補助金と消火栓維持管理負担金との合計額と同額とした。 

 

他会計補助金年度別見込額 

年度 児童手当補助金 消火栓維持管理負担金 他会計補助金 

Ｈ22～32 １,１７６,０００円 １,３８０,０００円 ２,５５６,０００円 

 

ウ 受託工事収益（その他収益に計上） 

平成２２年度以降について、平成２１年度決算見込額と同額とした。 

 

エ 水道利用加入金 

平成２２年度は決算見込額、平成２３年度以降については、平成２１年

度決算見込額と同額とした。 

 

オ 地下水利用協力金（その他収益に計上） 

景気など将来の見通しが不透明ではあるが、平成２２年第１四半期にお

ける地下水使用水量が、平成２１年との比較で約３パーセント増加してい

るため、景気回復の兆しが見えてきたものと判断し、料金収益と同様に、

平成２１年度地下水使用水量の３パーセント増をもって平成２３年度以降

の地下水使用水量として金額を算定した。 

なお、地下水利用協力金のうち、水道局における地下水保全事業にかか

る費用（人件費２人分を含む）を除き、水源環境を保全するための負担金

（森林づくり事業負担金等）として市へ支出する。 

 

カ その他収益 

   平成２２年度以降について、平成２１年度決算見込額と同額とした。 

 

(2) 支出 

ア 人件費 

   給料、手当等、賃金、法定福利費、報酬を人件費として取り扱うものと

し、平成２１年度決算見込額を水道局職員数で除した額を１人当たりの人

件費として算定した。 

平成２２年度以降の現場作業員（行政職給料表Ⅱの適用を受ける職員）

については、退職年度の翌年度から減員とし、退職不補充とした。 

   また、平成２４年度から料金徴収等にかかる包括委託を予定するため、

初年度に職員４名の減、次年度以降については、さらに１名の減員を見込
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んだ。 

なお、公営企業法の改正に伴い義務化される退職引当金については、平

成２５年度から、毎年１，０００万円を計上することとした。 

退職年度 退職手当概算額  

平成２５年度末１名退職 ２，２００万円 退職金準備基金対応 

平成３０年度末１名退職 ２，１００万円 退職引当金 

平成３１年度末１名退職 １，７００万円 退職引当金 

平成３２年度末１名退職 ２，１００万円 退職引当金 

平成３３年度末１名退職 １，７００万円 退職引当金 

 

イ 動力費（その他費用に計上） 

給水量１立方メートル当たりの費用（動力費単価）を設定し、水需要予

測によって算出した年間給水量に乗じて算出した。 

また、平成２３年度から、クリプトスポリジウム対策による取水場の休

止などによる電気料金の増を考慮した。 

なお、動力費単価は、平成２１年度決算見込みにおける動力費の額と年

間総給水量から算出するものとした。【動力費／年間総給水量】 

 

 ウ 薬品費（その他費用に計上） 

   給水量１立方メートル当たりの費用（薬品費単価）を設定し、動力費と

同様に算出した。 

なお、薬品費単価は、平成２１年度決算見込みにおける薬品費の額と年

間総給水量のうち県水受水量を除いた自己水源分の水量から算出するもの

とした。【薬品費／（年間総給水量－県水受水量）】 

 

エ 受水費 

   平成２２年度以降は、基本料金と従量料金に分けて算出した。 

基本料金については、契約水量を１日当たり４２，９００立方メートル

とし、このうち本体事業分については、１日当たり２０,５００立方メート

ル（１立方メートル当たりの単価４２．５円）、寒川事業分については、１

日当たり２２,４００立方メートル（１立方メートル当たりの単価２５円）

として、これに事務費を加えて算定した。 

平成２２年度以降の事務費は、平成２１年度決算見込額と同額とした。 

従量料金については、県水受水量に契約単価（１０．８円）を乗じて算

出した。 

なお、水質の安全策として、湧水や浅井戸などからの取水を県水に移行
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するクリプトスポリジウム対策を行うこととする。 

このため、平成２２年度以降の県水受水量は、平成２１年度の年間総給

水量に占める県水受水量の割合から算出したものに、クリプトスポリジウ

ム対策に伴う増加分（１，２７７，５００立方メートル）を加えて算出し

た。 
 

契約水量 ４２,９００㎥/日 
本体事業分 ２０，５００㎥ 

寒川事業分 ２２，４００㎥ 

契約単価 

（円／㎥） 

基本料金 
本体事業分 ４２.５円/㎥ 

寒川事業分 ２５.０円/㎥ 

従量料金 
20,500 ㎥/日まで １０.８円/㎥ 

20,500 ㎥/日超過分 １７.３円/㎥ 

 

オ 業務委託費（その他費用に計上） 

平成２２年度以降については、平成２１年度決算見込額と同額とした。

ただし、平成２２年度から、地下水モニタリング事業の所管が環境産業部

となったことに伴い、委託費用を減額した。 

また、平成２４年度以降においては、料金徴収等における包括委託にか

かる費用と、管路の長寿命化や更新の平準化を図るため、従来の漏水調査

量を増加した費用を見込むとともに、現在の委託業務で廃止する業務にか

かる費用を減額した。 
 

【包括委託による効果額】 

 平成２４年度 平成２５年度以降 

事 業 費 △ ４１，６５４千円 △ ４０，７９７千円 

人 件 費 ３４，４４０千円 ４３，０５０千円 

効 果 額  △  ７，２１４千円 ２，２５３千円 

 

カ 修繕費（その他費用に計上） 

   平成２２年度以降については、平成２１年度決算見込額と同額とした。

ただし、平成２４年度から、水道施設・設備の長寿命化のための修繕や、

量水器の交換の平準化ができるよう、修繕引当金（毎年１，０００万円）

を計上するとともに、遊休地の活用を進める準備として、休止施設に残さ

れた構造物などを撤去する費用を計上する。 

また、料金徴収等における包括委託の導入により不要となる費用を減額

した。 
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 キ 受託工事費（その他費用に計上） 

   平成２２年度以降については、平成２１年度決算見込額と同額とした。 

 

ク 減価償却費 

   平成２２年度以降は、過去分（平成２０年度までの資産に対する減価償

却費）に新規分を加算して算出した。 

過去分は、既にある資産から計算により算出したものとする。 

新規分は、減価償却対象額の残存価格を１０パーセントとし、定額法に

より計算した。耐用年数は、地方公営企業法施行規則に基づいて、管路を

３８年、機械電気設備を１６年、土木建築構造物を５８年とした。 

（取得原価－残存価額）÷ 耐用年数 ＝ 1 年分の原価償却費 

 

ケ 資産減耗費（減価償却費等に計上） 

平成２２年度以降については、平成２１年度決算見込額と同額とした。 

  

コ 支払利息 

過去分は、平成２１年度借入分までの「水道事業会計企業債償還計画」

に基づくものとした。 

新規分については、平成３２年度までの新規借入企業債の借入額から仮

定した借入条件に基づいて算定する。 

今回設定した借入条件は、市債に準じ、年利率２．１パーセント、償還

期間３０年、半年賦元利均等償還とする。 

  

サ その他費用 

   収益的支出におけるアからコ以外の費用とし、平成２２年度以降の費用

は、平成２１年度決算見込額と同額とした。ただし、この費用に含む不納

欠損については、企業としての努力により可能な限り圧縮する。 
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３ 資本的収支科目の条件設定 

 (1) 収入 

ア 企業債 

   平成２３年度以降については、建設改良費（施設整備）の８０パーセン

トを賄うこととした。 

なお、借入条件は、支払利息と同じく、年利率２．１パーセント、３０

年償還（５年据置）、元利均等払いとして算定した。 

 

イ 工事負担金（その他収入に計上） 

平成２２年度以降については、平成２１年度決算見込額と同額とした。 
 

年度別工事負担金 

年度 消火栓設置工事負担金 

Ｈ22～32 ８，５０２，０００円 

 

ウ 国補助金（その他収入に計上） 

国庫補助対象は、有収水量１立方メートル当たりの資本費が１６７円以

上で、かつ給水原価が２６３円以上の事業であるが、平成２３年度以降も、

本市は、その補助要件を満たすことが見込めないため算定しない。 

  

エ その他収入 

平成２３年度以降は、その他の収入を見込むことができないことから算

定しない。 

 

 (2) 支出 

 ア 建設改良費 

   平成２３年度以降は、年度別施設整備計画に基づいて算定した。 

なお、補てん財源における消費税資本的収支調整額を算定するため、人

件費及び量水器購入費については別掲とした。 

 

イ 企業債償還金（元金償還金） 

   過去分は、平成２１年度借入分までの「水道事業会計企業債償還計画」

に基づくものとした。 

新規分については、支払利息と同様とし、５年間の据置期間を見込む。 

 

ウ その他の支出 

  平成２３年度以降については、その他の支出は見込まない。 


